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徳島市民間建築物耐震化支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 徳島市民間建築物耐震化支援事業補助金（以下「補助金」という。）は、地震

における建築物の倒壊等による災害を防止するため、社会資本整備総合交付金交付要

綱（社会資本整備総合交付金交付要綱について（平成２２年３月２６日付け国官会第

２３１７号）別添。以下「国交付金交付要綱」という。）及び地域防災拠点建築物整

備緊急促進事業補助金交付要綱（令和３年３月３１日付け国住市第１５６号。以下「国

補助金交付要綱」という。）に基づき、民間建築物の耐震診断を行う建築物の所有者

等に対し、徳島市が予算の範囲内において交付するものであり、補助金の交付にあた

っては、徳島市補助金等の交付に関する規則（昭和３０年規則第１４号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるもののほ

か、国交付金交付要綱附属第Ⅱ編第１章イ－１６－（１２）住宅・建築物安全ストッ

ク形成事業の要件及び国補助金交付要綱に定めるところによる。 

(1) 所有者等 

次のいずれかの者をいう。 

 ア 耐震診断を行う建築物の所有者 

 イ その他市長がアに掲げる者と同等と認める者 

(2) 耐震性不足建築物 

昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物で、耐震診断の結果、耐震性が不

足しているものをいう。 

(3) 特定既存耐震不適格建築物等 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成２５年１１月２５日施行）第１４条

に定める特定既存耐震不適格建築物、第７条に定める要安全確認計画記載建築物及

び附則第３条に定める要緊急安全確認大規模建築物をいう。 

 

（補助の対象） 

第３条 補助金の対象となる建築物（以下「対象建築物」という。）は、次の各号に掲

げる要件を満たしたものでなければならない。 

(1) 市内に所在する昭和５６年５月３１日以前に建築された特定既存耐震不適格建

築物等 

(2) 耐震診断に関し、この要綱以外の助成金交付を受けていない建築物 

(3) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）等に違反していない建築物 

(4) 所有者等が市税の滞納がない建築物 

(5) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していない建築物 

(6) 住宅（要安全確認計画記載建築物である一戸建て住宅若しくは長屋又は共同住 

宅に限る）及び建築物 
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（補助事業） 

第４条 補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、対象建築物におい

て、次の各号に掲げる事業とする。 

(1) 建築物の耐震診断に関する事業 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助事業の対象経費（以下「対象経費」という。）は、国交付金交付要綱附属

第Ⅲ編第１章イ－１６－（１２）住宅・建築物安全ストック形成事業に係る基礎額に

より算出した経費とする。ただし、要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画

記載建築物にあっては、国補助金交付要綱により算出した経費とする。 

 

（補助金の額） 

第６条 第４条に規定する事業の補助金の額は、予算の範囲内において、対象経費の２

／３以内の額かつ２，０００，０００円を限度とする。ただし、要緊急安全確認大規

模建築物及び要安全確認計画記載建築物にあっては、対象経費とする。 

２ 前項の補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるもの

とする。 

 

（交付の申請） 

第７条 この要綱により補助金の交付を受けようとする所有者等（以下「申請者」とい

う。）は、補助事業に着手する前に補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象事業実施計画書（様式第２号） 

(2) 委託見積書の写し 

(3) 附近見取図・配置図・建物平面図（対象箇所を明示したもの） 

(4) 写真（敷地周辺・建築物現況） 

(5) 対象建築物の登記簿謄本 

(6) 消費税等仕入控除税額確認書（様式第３号、様式第４号） 

(7) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請をする場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭

和６３年法律第１０８号の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分

の金額及び当該金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」

という。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税

等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

３ 市長は、第１項の申請があったときは、その審査をし、適当と認められたものにつ

いて補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通

知するものとする。 

 

（着手届） 

第８条 補助事業の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。また、補助金
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交付決定の通知を受けた申請者は、交付決定の日から３０日以内に耐震診断に着手

し、当該着手に先立ち前日までに着手届（様式第６号）を市長に提出しなければなら

ない。 

 

（事業の内容の変更） 

第９条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の額の変更が生じる補助事業

の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更申請書（様式第７号）に次に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象事業実施計画書 

（様式第２号を準用し、変更前後の数値を記載すること。） 

(2) 委託見積書の写し 

(3) 附近見取図・配置図・建物平面図（対象箇所を明示したもの） 

(4) 写真（敷地周辺・建築物現況） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請があったときは、補助金変更決定通知書（様式第８号）により

申請者に通知するものとする。 

 

（事業中止又は廃止） 

第 10 条 申請者は、補助金交付決定後において、補助事業を中止又は廃止しようとす

る場合は、事業中止（廃止）承認申請書（様式第９号）を市長に提出しなければなら

ない。 

 

（耐震診断結果判定） 

第 11 条 耐震診断の結果については、四国耐震診断評定委員会・（一社）文教施設協

会・（一財）日本建築総合試験所等の公的機関において、指導及び判定を受けなけれ

ばならない。 

 

（事業が年度内に完了しない場合の報告） 

第 12 条 申請者は、補助金交付決定のあった年度の３月３１日までに事業が完了しな

いときは、完了期日変更報告書（様式第 10 号）を市長に提出しなければならない。 

 

（事業の完了実績報告） 

第 13 条 申請者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して３０日以内又

は補助金の交付決定のあった年度の３月３１日のいずれか早い日までに、事業完了実

績報告書（様式第 11 号）に次の各号に定める書類を添えて、市長に提出し、その検

査を受けなければならない。 

(1) 請負契約書の写し 

(2) 請求書又は領収書の写し（耐震診断を行った者が発行したもの） 

(3) 写真（補助対象事業の内容が確認できるもの） 

(4) 耐震診断結果報告書 

(5) 公的機関による耐震診断判定の写し 
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(6) 消費税等仕入控除税額報告書（様式第 12 号、様式第 13 号） 

２ 第６条第２項により交付の申請をした事業者は、前項による書類を提出する際に、

当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになっている場合には、当該消費税

等仕入控除税額相当額を補助金から減額して報告しなければならない。 

３ 市長は、前各項の規定による事業完了報告書を受理したときは、内容の審査を行い、

適当と認められるときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書（様式第

14 号）により申請者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 14 条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行うものとす

る。 

２ 申請者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請

求書を市長に提出しなければならない。 

３ 申請者が前項の規定により補助金交付の請求をするにあたり、その請求及び受領を

第４条に規定する補助事業を実施した技術者に委任する場合は、補助金受領委任払請

求書（様式第 15 号）を市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第 15 条 市長は、補助金の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、

交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき 

 

（消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 16 条 申請者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、補助金

に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控

除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。 

 

（書類の保管） 

第 17 条 申請者は、補助事業に関する書類を事業完了後５年間保管しなければならな

い。 

 

（その他） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 



5/5 

改正後の要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は，平成２８年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

改正後の要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ 改正後の要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前に旧要綱に基づき交付決定された補助金については、なお従前の

例による。 


